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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宇宙機（２００）に採用する太陽掩蔽方法であって、
　天体（１００）に対してターゲット領域（３００）内における位置を達成するために前
記宇宙機を制御するステップであって、前記天体が太陽を掩蔽する、制御するステップと
、
　前記宇宙機から前記太陽又は前記太陽の周りの空間を観察するように前記宇宙機を制御
するステップと、
を備え、
　前記宇宙機は、前記ターゲット領域内に軌道を有するように制御され、前記ターゲット
領域は、前記天体と太陽との間のラインに対して垂直な方向において、かつ、前記宇宙機
が所定の期間前記ターゲット領域内に位置するように前記宇宙機の軌道面において、頻繁
に起こる不連続なマヌーバのセットを介して、少なくとも部分的に非ケプラーであるか、
又は、非ケプラーに近似している、方法。
【請求項２】
　前記太陽のコロナは、前記宇宙機（２００）から観察される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記宇宙機（２００）から観察されると、前記太陽は半径Ｒｓを有し、
　前記ターゲット領域（３００）は、前記宇宙機から観察した場合に、前記天体（１００
）が、前記天体によって形成された効果的な掩蔽板の全周囲によって境界付けられた領域
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を掩蔽する領域として規定され、
　前記領域が少なくともＲｓの１．００倍の半径を有する、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記ターゲット領域（３００）は、前記宇宙機（２００）から観察した場合に、前記天
体（１００）が、前記天体によって形成された効果的な掩蔽板の全周囲における少なくと
も１つのポイントでＲｓの１．０５倍の半径を有する領域以下の範囲まで太陽を掩蔽する
領域として、さらに規定される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ターゲット領域（３００）は、前記宇宙機（２００）から観察した場合に、前記天
体（１００）が、前記天体によって形成された効果的な掩蔽板の全周囲の周りにＲｓの１
．０５倍の半径を有する領域以下の範囲まで太陽を掩蔽する領域として、さらに規定され
る、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記天体（１００）は、Ｒｓの１．０２倍の半径を有する領域以下の範囲まで太陽を掩
蔽する、請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　前記天体（１００）は月である、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記宇宙機（２００）は、前記宇宙機が近地点で前記ターゲット領域（３００）内に位
置付けられるように、楕円軌道、放物線軌道、又は、双曲線軌道で地球を周回するように
制御される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記月と前記太陽との間のラインはｘ方向として規定され、
　ｙ方向は、前記ｘ方向に対して垂直であり、且つ前記地球の黄道面に対して平行であり
、
　前記宇宙機（２００）は、前記ｘ方向及び前記ｙ方向の両方に対して垂直であるｚ方向
において、前記宇宙機の動きを制御することによって、前記ターゲット領域（３００）内
に所定の期間留まるようにさらに制御される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　天体（１００）に対してターゲット領域（３００）内における位置を達成するために構
成された宇宙機（２００）であって、前記天体による太陽の掩蔽によって、前記宇宙機か
ら太陽又は太陽の周りの空間の観察を可能にする、宇宙機（２００）であって、
　前記宇宙機は、前記ターゲット領域内に軌道を有するように制御されるために飛行及び
軌道データがプログラムされ、前記ターゲット領域は、前記天体と太陽との間のラインに
対して垂直な方向において、かつ、前記宇宙機が所定の期間前記ターゲット領域内に位置
するように前記宇宙機の軌道面において、頻繁に起こる不連続なマヌーバのセットを介し
て、少なくとも部分的に非ケプラーであるか、又は、非ケプラーに近似している、宇宙機
（２００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、太陽掩蔽方法に関し、より具体的には、単一の宇宙機に採用する宇宙における
太陽掩蔽方法に関する。本願発明はまた、宇宙機を制御する方法に関し、宇宙機、且つ、
太陽のコロナグラフに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽等のある天体及び他の星は、その外部の周りのコロナ又はプラズマ大気を有する。
この大気の研究、コロナグラフィ（ｃｏｒｏｎａｇｒａｐｈｙ）は星の組成の理解をもた
らすことができ、温度データ及び磁場データを含む、星に関する他の情報を提供すること
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ができる。
【０００３】
　恒星のコロナは、当該恒星から直接的に放射される光によっていつもぼんやりとしてい
る。例えば、太陽の場合において、コロナからの光は、表面からの直接的な光よりも１０
０万倍以上弱い。そのような場合において、コロナを観察するために、主表面からの直接
的な光を遮断する、又は消すことは必要とされ、それ故に、これはコロナグラフを使用し
て行われる。コロナグラフは多くの形態をとることができるが、全ての場合において、掩
蔽板又はマスクは、天体と観察者との間に配置され、それによって、主表面からの直接的
な光を消すことができる。
【０００４】
　月が太陽を掩蔽する場合に、コロナグラフの形態は日食中に起こる。地球から見た場合
、月は、太陽と略同じ直径を同時に有する。それ故に、月は非常に適切な掩蔽板を形成す
る。皆既食（Ｔｏｔａｌ　ｅｃｌｉｐｓｅ）は、太陽コロナグラフィを行うために有益な
機会を提供する。しかしながら、それは、平均およそ１８カ月ごとに起こり、且つ平均３
７０年ごとに地球上の所定の場所で定期的に起こる稀な出来事である。しかしながら、皆
既日食についての１つの大きな問題は、それらの短い持続期間である。その持続期間は一
般的に、所定の位置においてわずかに約７分であり、非常に短い。これは、長期の現象が
地上の同じポイントから観察されることができないことを意味する。これは、月に追従す
る軌道に沿って飛行機を飛行させることによって拡大されることができる。しかし、これ
は、１時間強に制限され、コンコルドのプロトタイプがアフリカ上空における１９７３年
の日食により思いがけず入手できた場合の一度限りである。それ故に、Ｌｙｏｔ型コロナ
グラフ等のコロナグラフ器具は、コロナを見るために「人工的な食（ａｒｔｉｆｉｃｉａ
ｌ　ｅｃｌｉｐｓｅ）」を作り出す幅広い複数の技術を使用して開発されている。
【０００５】
　２つの制限要因は、皆既食において及びＬｙｏｔ型コロナグラフ、つまり大気シーイン
グ（ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ　ｓｅｅｉｎｇ）及び散乱からの両方で全ての地球ベースの
コロナグラフィと共に起こる。大気シーイングは、光学屈折率を有する地球の大気におい
て混合している乱流によって引き起こされた天体のぶれ（ｂｌｕｒｒｉｎｇ）及び瞬き（
ｔｗｉｎｋｌｉｎｇ）である。散乱は、掩蔽された本影領域の外側であるが、検出光学系
内に入射する、大気又は地面により散乱した太陽光によって引き起こされる。この散乱し
た太陽光は、高い標高の場合でさえ、皆既食の場合より、地上ベースのＬｙｏｔ型コロナ
グラフにおいて問題となり、それらを、高い感度を要求する内部コロナにおける現象の一
定の視認可能な光の観察に不適当にさせる。
【０００６】
　大気シーイング及び散乱した大気／表面太陽光などの問題は、例えば、太陽・太陽圏観
測衛星（ＳＯＨＯ）に装備されたＬＡＳＣＯ型コロナグラフ等の、宇宙ベースのＬｙｏｔ
型コロナグラフを通じて克服されてきた。しかしながら、そのようなコロナグラフは、低
いコロナグラフの観察のための、特定の制限された解像度を有する。これは、機器の小さ
な遮光器直径及びそれに続いて起こる短いベースライン（すなわち、遮光器と孔との間の
距離）に起因しており、それらは口径食（ｖｉｇｎｅｔｔｉｎｇ）及びストレイライト効
果（ｓｔｒａｙ　ｌｉｇｈｔ　ｅｆｆｅｃｔｓ）に導く。口径食は、遮光器及びベースラ
インの制限された幾何学的寸法の結果として、視野における視認可能な猫目効果（ｃａｔ
－ｅｙｅ　ｅｆｆｅｃｔ）である。ストレイライト効果は、小さな掩蔽板の周りの回折縞
から生じる。
【０００７】
　宇宙ベースのコロナグラフにおける上記の問題は、コロナの内部を見る場合に空間分解
能をひどく下げる。それは、小規模のコロナの構造のためにより興味深い。単純な幾何学
的考察は、撮像性能が、遮光器と光学的瞳孔（ｐｕｐｉｌ）との間の距離Ｄによって直線
的に駆動されることを示す。例えば、瞳孔によって集められた遮光器の周りの明るい回折
縞に由来するエネルギーは、距離Ｄが増加するにつれて減少する。
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【０００８】
　ＳＯＨＯ／ＬＡＳＣＯ－Ｃ２（距離Ｄが７５ｃｍであり、瞳孔直径が２ｃｍである）型
のコロナグラフは、現在軌道における最良の外部的に掩蔽されたコロナグラフであるが、
太陽の半径の約２．２倍に至るまでのコロナを検出することに制限される。太陽立体化計
画（ＳＴＥＲＥＯ）は、地球に対して異なる位置及び軌道において太陽を周回する２つの
宇宙機を備える太陽観察ミッションである。太陽立体化計画（ＳＴＥＲＥＯ）における宇
宙機のそれぞれの器具パッケージはＳＥＣＣＨＩであり、又は、太陽地球接続コロナ太陽
圏探査である。ＳＴＥＲＥＯ／ＳＥＣＣＨＩ／ＣＯＲ－２におけるコロナグラフにより、
太陽の半径の約１．５倍までのコロナ検出の内部制限を減少させるための試みでは、スト
レイライトの十分な増加が生じる。このストレイライトが差し引かれるのに対して、関連
した光子のノイズが残り、低いコントラストのコロナ構造を回復できない程度に覆い隠す
。実際、太陽の直径の４倍を超えた画像は本当に有益である。
【０００９】
　長いベースラインの宇宙ベースのコロナグラフは、プローバ（ＰＲＯＢＡ）プロジェク
トの一部として欧州宇宙機構によって提案された。プローバ３は、一の宇宙機が主太陽面
を掩蔽するために位置付けられる一方、他の宇宙機がその望遠鏡を使用して人工的な食か
ら太陽のコロナを観察する形態で飛行する２つの宇宙機を採用するように提案された。こ
のプロジェクトは、１００メートルより大きなベースラインであって、最大限が明確でな
いベースラインが有益であることを示唆した。しかしながら、このプロジェクトの費用は
高価であり、その複雑さは高くなるだろう。互いに対して飛行する２つの宇宙機の正確な
制御を達成するのに必要な技術は複雑になるだろう。宇宙機の２つの種類も必要とされ、
それらの製造費用、それらの発射費用、及び、軌道におけるそれらの制御費用は従来のコ
ロナグラフに対して非常に高くなるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　出願人はそれ故に、上記の問題に対処する、より長いベースラインの、宇宙ベースのコ
ロナグラフの必要性を確認した。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明によって提供されたコロナグラフィの技術分野における上記の問題に対する解
決方法はまた、宇宙に関連した観察又は実験の他の分野でも有益である。そのような分野
は、それに制限されないが、一般的な関連性のある実験、サングレーザー彗星の観察、太
陽の表面に近い視線における天体の観察、宇宙環境の測定、太陽の直径の測定、及び、太
陽の他の観察又は太陽の周りの視野の他の観察を含む。
【００１２】
　一の態様によれば、本願発明は、宇宙機に採用する太陽掩蔽方法であって、天体に対し
てターゲット領域内における位置を達成するために宇宙機を制御するステップであって、
天体が太陽を掩蔽する、ステップと、宇宙機から太陽又は太陽の周りの空間を観察するス
テップと、を備える、太陽掩蔽方法を提供する。
【００１３】
　他の態様によれば、本願発明は、天体に対してターゲット領域内における位置を達成す
るために宇宙機を制御する方法であって、天体による太陽の掩蔽によって、太陽又は太陽
の周りの空間を宇宙機から観察することを可能にする、方法を提供する。
【００１４】
　上述したように、本願発明の方法のための好ましい用途は、太陽のコロナの観察である
。しかしながら、より幅広く考慮すると、本願発明の方法は、太陽自体の観察（例えば太
陽面の縁部における観察、又は表面の他の部分における観察）又は太陽の周りの空間の観
察を可能にする。「太陽の周りの空間」とは、観察ポイントから見た場合に、輝く太陽面
の掩蔽によって高められた空間の領域を意味するように意図される。一般的に、この領域
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は、太陽の半径の約３倍まで拡大されることができる。
【００１５】
　残りの説明ではコロナグラフィについて言及するが、当業者は上記で議論した用途など
の他の用途が本願発明でも同様に可能であることを理解するであろう。
例えば、太陽面を掩蔽することによって、以前に見えていない天体が観察されることがで
きる、又は太陽の直径、太陽フレア、又は、所定の条件下における光の挙動などの他の特
徴又は現象を観察又は測定することを可能にする。
【００１６】
　天体は、本願発明の「巨大なコロナグラフ」のための効果的な掩蔽板を提供する。惑星
及び月等の多くの天体であって、我々の太陽系においてそれらの全てを含む天体は、容認
できる結果をもたらすことができる。好ましくは、掩蔽している天体は、可能な限り鋭い
「縁部」を有する掩蔽板を提供するために、ほとんど大気を有さないか、又は全く大気が
ない。さらに、天体は好ましくは、球状、又は略球状であり、それによって、掩蔽板は円
形又は略円形となる。
【００１７】
　好ましい天体は月であるが、他の月又は火星を含む惑星は、適切になるように予想され
る。
【００１８】
　食又は掩蔽は一般的に、３つのカテゴリー、すなわち全体、部分、及び環状に分類され
る。皆既食において、掩蔽している天体は、太陽面を完全に覆い隠す。皆既食が観察され
ることができる天体の後ろの領域は、本影（ｕｍｂｒａ）として知られている。金環食に
おいて、掩蔽している天体は、観察ポイントから見た場合に、太陽面より小さいように思
われる。それによって、太陽面のリング又は環形は、最大限の重複ポイントで観測するこ
とができる。金環食が見られる領域は、対影（ａｎｔｕｍｂｒａ）として言及される。本
影及び対影は、接しているそれらのポイント及び互いに同軸であり、天体の中心の間の軸
と同軸であるそれらの軸を有する円錐である。部分食は、本影及び対影の外側に位置する
半影と呼ばれる領域から見ると、太陽面の一部だけが観察される場合である。
【００１９】
　宇宙機が天体の中心と太陽の中心を接続する軸上で、本影又は対影内に天体の後ろに位
置付けされる場合に、掩蔽された太陽（及び／又はそのコロナ）の見える範囲は対称的と
されるであろうと理解される。実用的な理由により、その軸上に宇宙機を正確に維持する
ことは不可能であり、又は望まれていない場合がある。さらに、コロナの完全に対称的に
見える範囲が必要とされていない場合、及び、掩蔽板の周囲の周りの１つ又は複数のポイ
ントにおける掩蔽の限界が所定の範囲内である場合に、オフセット掩蔽位置が完全に容認
できる場合があってもよい。これをさらなる段階に挙げると、コロナの一部のみが観察さ
れる必要がある場合、及びそれ故に高いレベルのオフセットが、許される関心のある分野
の外側で、高い程度の掩蔽により容認できる場合があってもよい。
【００２０】
　太陽は、Ｒｓと言及された半径を有する。この用途の目的のために、当該半径は、観察
ポイントから見ると、主太陽面の半径と同一となるであろう。コロナはそれ故に、半径Ｒ
ｓから外側に延在しており、ことによると半径Ｒｓの数倍である距離まで延在するであろ
う。低いコロナが観察されるべき場合に、半径Ｒｓの周囲から外側へ観察することが、又
は、ことによると、太陽の表面が見える場合には半径Ｒｓよりわずかに短い半径から観察
することが必要とされるであろう。代替的には、例えば上部のコロナ等の、コロナ又はコ
ロナの一部のみが観察されるべき場合には、掩蔽されるべき半径Ｒｓより大きな半径が容
認できる場合がある。
【００２１】
　要約すると、太陽が掩蔽されている間に太陽及びそのコロナの観察を行う場合に、宇宙
機が飛行するように制御されるターゲット領域の位置又は境界線は、上述したように、掩
蔽の半径及び任意のオフセットのための所望された制限又は可能な制限に応じているだろ
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う。それ故に、本影、対影、又は半影内の観察位置は可能である。
【００２２】
　好ましくは、ターゲット領域は、宇宙機から観察される場合に、天体が、天体によって
形成された効果的な掩蔽板の全周囲の周りに半径Ｒｓの約１．００倍より上で太陽を掩蔽
する領域として規定される。太陽がそのコロナと比較して非常に輝く太陽面を有するので
、それ故に、太陽面を完全に掩蔽することが好ましい場合がある。この後者の最小限の掩
蔽レベルは実際において、本影内にターゲット領域及び容認できる観察ポイントを完全に
配置する。
【００２３】
　上記で議論したように、コロナは半径Ｒｓから外側へ延在しており、ターゲット領域は
、半径Ｒｓの数倍で表現された、掩蔽の最大可能半径によってさらに規定されてもよい。
例えば、半径Ｒｓの２．０倍から外側へのコロナが観察される場合に、掩蔽の最大可能範
囲は、半径Ｒｓの２．０倍又はことによると、（掩蔽板に直接的に隣接する任意のエッジ
効果を可能にする）好ましい実施形態においてわずかに小さくなるだろう。掩蔽の他の最
大可能範囲は、半径Ｒｓの２．２倍、半径Ｒｓの１．５倍、半径Ｒｓの１．１倍、半径Ｒ
ｓの１．０７５倍、半径Ｒｓの１．０５倍、又は半径Ｒｓの１．０２倍とされてもよい。
当業者は、それらの制限が特定の状況に応じて、非常に正確になる必要がないことを理解
するであろう。最大可能制限は、効果的な掩蔽板の全周囲の周りに要求されることができ
る、又は、それは、コロナの一部のみが観察される場合に、その全周囲における円弧に沿
ってのみ、又はその全周囲におけるポイントでのみ、必要とされる場合がある。
【００２４】
　コロナの大部分が観察される特定の好ましい実施形態において、ターゲット領域は、宇
宙機から観察した場合に、天体によって形成された効果的な掩蔽板の周囲における少なく
とも１つのポイントにおいて、半径Ｒｓの１．０５倍以下の範囲まで、好ましくは、半径
Ｒｓの１．０２倍以下の範囲まで、天体が太陽を掩蔽する領域として、規定される。より
好ましい実施形態において、制限は、周囲における円弧に適用される、又は、代替的に全
周囲に適用される。
【００２５】
　最も実用的な実施形態において、上記で議論した掩蔽の最小制限（半径Ｒｓの１．００
倍）は、掩蔽板の縁部がポイントで、円弧に沿って、又は掩蔽板の全周囲の周りに載置す
ることができる半径の範囲を提供するために最大制限と組み合わせて適用するであろう。
半径Ｒｓの１．００倍の最小制限と最大制限との組み合わせは、円錐状の本影のサブ領域
として宇宙機の位置のためのターゲット領域を規定するであろう。以下の好ましい実施形
態に関連してさらに説明されるように、この場合におけるターゲット領域は、その範囲が
掩蔽板の周囲上の少なくとも１つのポイントで適用することのみが必要とされる場合に、
断面で見た場合に、本影内に「矢印」の形態を有するであろう。掩蔽板の縁部が全周囲の
周りに規定した半径の範囲内に存在しなければならない場合に、ターゲット領域は、矢印
のサイドローブ（ｓｉｄｅ　ｌｏｂｅ）を失い、断面においてひし形状又はカイト状（ｋ
ｉｔｅ－ｓｈａｐｅｄ）になるであろう。
【００２６】
　上記の掩蔽レベルを達成するために、宇宙機の軌道は地球の表面から上に高度１００ｋ
ｍ以上であり、月などの天体から数千キロメートルの距離である。そのような距離は、減
少したストレイライト効果の見地から、長いベースラインシステムの利点を提供するが、
宇宙機がターゲット領域内で過ごすことができる時間を最大化させるターゲット領域のサ
イズも増大させる。宇宙機は、特定の観察サイクル中に、自然の食（すなわち、完全性（
ｔｏｔａｌｉｔｙ）を維持するために非ケプラーマヌーバを行わない）が可能にする持続
期間よりも長い持続期間ターゲット領域内で過ごすべきである。好ましくは、ターゲット
領域におけるこの期間は、効率的に記録されるべき十分な測定を可能にするために、少な
くとも数時間とされるべきである。数時間から数日の長い期間は、科学的回帰（ｓｃｉｅ
ｎｔｉｆｉｃ　ｒｅｔｕｒｎ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ）からさらに一層望まれている。
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それらの長い期間は、本願発明の構成により可能になる。
【００２７】
　天体に対するターゲット領域の位置は、比較的静的状態で、ある程度詳細に上述されて
いる。所望されたターゲット領域の位置及び物理的範囲の詳細に基づいて、ターゲット領
域内に観察宇宙機を位置付けることは次いで、物理的に必要にあるだろう。宇宙機の飛行
経路設計における当業者が、ターゲット領域を通過する宇宙機の飛行経路を設計すること
ができるとともに、ターゲット領域内に宇宙機の位置を維持するための計画をめぐらすこ
とは実際に非常に挑戦的である。
【００２８】
　「ケプラー軌道」との用語は、単一の、中心の、逆二乗重力場（ｓｉｎｇｌｅ，　ｃｅ
ｎｔｒａｌ，　ｉｎｖｅｒｓｅ　ｓｑｕａｒｅ　ｇｒａｖｉｔｙ　ｆｉｅｌｄ）における
周回する物体の自然な動きを表現するために使用される。軌道は、楕円軌道、放物線軌道
、又は、双曲線軌道とされてもよい。天体の周りの連続的なケプラー軌道（すなわち、閉
じた軌道）は常に楕円軌道（一端のスケールで、円軌道とされてもよい）とされるだろう
。一方、純粋な放物線軌道及び純粋な双曲線軌道は、一旦周回する物体が天体から最も近
いポイントに到達すると、その２つの軌道では再び無限遠に向けて離れるとの意味におい
て、開いているであろう。非ケプラー軌道は、追加的な力が周回する物体に連続して作用
するものである。それらは、自然発生源（例えば、他の惑星又は他の天体）又は連続的な
宇宙機の推進力から生じることができる。ターゲット領域内にある場合における本願発明
に照らして、摂動の自然発生源は無視されることができ、それにより、非ケプラー軌道と
の用語は、宇宙機の並進推進力の影響下でそれらの軌道を連続的に表現するために使用さ
れる。１つまたは複数の方向において並進推進力を定期的に適用する宇宙機の軌道は、ケ
プラーのセクション及び非ケプラーのセクションを備えてもよい。
【００２９】
　宇宙機の位置を連続的に維持することが理論上可能である場合に、これは、宇宙機の位
置及び／又は速度の重要な能動的制御を必要とするであろう。それにより、実行可能な宇
宙ミッションのために法外に高価となると考えられる。
【００３０】
　長い所定の時間でターゲット領域内に宇宙機が留まるために、ターゲット領域で過ごす
時間を最大化するケプラー軌道を発見することができる一方、宇宙機の軌道が１つまたは
複数のポイントにおいて、位置及び／速度における要求された変化に起因して自然的なケ
プラー軌道から逸脱する必要がある可能性がある。それ故に、全体を考慮する場合、宇宙
機の軌道がケプラー軌道に基づいている（細長い楕円軌道から穏やかな双曲線軌道までの
範囲に及ぶ。詳細には、遭遇の特定のタイミング及び場所に応じている。）。一連の小さ
い不連続なマヌーバ又は連続的なマヌーバのいずれかが次いで、拡大した期間でターゲッ
ト領域内に存在するように要求される。その結果は、（連続的な推進の場合における）非
ケプラー軌道又は一連の修正ケプラー軌道（各小さなマヌーバ後に起こる修正）であり、
それらは、ケプラー軌道の場合より長い所定の時間、ターゲット領域内における宇宙機の
位置付けを可能にするであろう。
【００３１】
　宇宙機の速度における必要な変更を行うために必要とされる推進加速度の時間積分は、
「デルタＶ」として周知であり、それ故に、宇宙機の必要とされた労力の尺度（ｍｅａｓ
ｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｆｆｏｒｔ）である。ターゲット領域内の宇宙機の動きは例え
ば、ケプラー運動（楕円軌道、放物線軌道、双曲線軌道）の１つまたは複数のセクション
と、デルタＶが宇宙機に適用されている間の非ケプラー運動の１つまたは複数のセクショ
ンとを含む。非ケプラー運動及び／又は不連続なマヌーバのシーケンスは、宇宙機がター
ゲット領域内に留まる期間を長くする目的で、ターゲット領域に近接して、又はターゲッ
ト領域内で起こる場合がある。
【００３２】
　非ケプラー運動のセクション及び／又は不連続なマヌーバのシーケンス中、デルタＶの



(8) JP 6181739 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

適用を通じて宇宙機の位置及び／又は速度を能動的に制御することは必要とされるであろ
う。この目的のために、宇宙機には好ましくは、その位置及び／又は速度を調整し制御す
る手段、例えば、デルタＶを適用する手段が設けられる。好ましくは、これは、１つまた
は複数のスラスターを備える。
【００３３】
　月が掩蔽している天体である特定の場合は、地球の相対的な近接に起因して、いくつか
の独特な挑戦を提供する。それらの挑戦は当然ながら、他の惑星の月に同様に適用するが
、地球／月は大概、主な例として使用されるであろう
【００３４】
　月が地球の周りを回転し、地球が太陽の周りを回転するので、この場合におけるターゲ
ット領域は、地球が月とともに移動するとの意味で「動的」である。観察宇宙機はそれ故
に、月とともに移動しなければならない。また、ターゲット領域にある間に可能な限り近
づくようにその動きに一致しなければならない。
【００３５】
　好ましくは、宇宙機の軌道は地球中心である。ターゲット領域において、宇宙機はそれ
故に、地球の影響範囲内にある。上述したように、軌道は好ましくは、ケプラーのセクシ
ョン及び非ケプラーのセクションを有する。それは、不連続のマヌーバ又は連続的な推進
を介して一連の修正を有するケプラーとして、最も良く表現されることができる。一般的
に、しかしながら、軌道の瞬間的な状態は、地球が軌道の焦点の１つに位置する状態で、
細長い楕円軌道と穏やかな双曲線軌道との間に及ぶことができるようになるであろう。
【００３６】
　黄道面は、地球が太陽の周りを移動する平面である。月の軌道は、黄道面に対して約５
度だけ傾斜している。その軌道中に、月は黄道面と交差し、同時に、その平面における地
球の存在は太陽の観察と干渉する場合がある。好ましくは、それ故に、宇宙機の軌道はま
た、黄道面に対して傾斜しており、それによって、月によって掩蔽される場合に太陽の観
察は黄道面の外側から行われることができる。この比較的小さな排除（各黄道交差（ｅｃ
ｌｉｐｔｉｃ　ｃｒｏｓｓｉｎｇ）の両側で軌道の経度（ｏｒｂｉｔａｌ　ｌｏｎｇｉｔ
ｕｄｅ）において±１５度）を除いて、月は、地球の周りのその軌道のどの場所でも観察
が行われることができる。
【００３７】
　宇宙機の軌道平面は、観察が行われる場合に、そのサイクルにおいて月が位置する場所
に応じて、ターゲット領域内における位置を達成するために、黄道面に対して月の軌道の
角度よりも大きい角度、同じ角度、又は小さい角度で傾斜されてもよい。
【００３８】
　好ましくは、宇宙機の軌道は、地球に最も近いポイント又は近地点がターゲット領域内
にあるように構成される。さらに好ましい実施形態において、軌道の近地点は、ターゲッ
ト領域内で太陽－月の軸上に位置しており、理想的には、その軸上で月に最も近いターゲ
ット領域の限界に近接して又は当該限界に位置する。
【００３９】
　太陽－月の方向に沿って位置するその近地点で、宇宙機は、太陽から見ると、瞬間的に
月と共回転（ｃｏ－ｒｏｔａｔｉｎｇ）する所定の速度を達成するであろう。
【００４０】
　上述したように、宇宙機の一般的な軌道に加えて、それが使いやすく、又は実用的であ
る限り、ターゲット領域内に宇宙機が留まることができるように宇宙機の動きを制御する
ことは望まれている。月と太陽との間のラインはｘ方向として規定され、ｙ方向はこれに
対して垂直であり、且つ宇宙機の軌道平面内にあり、ｚ方向はｘ方向及びｙ方向の両方に
対して垂直である。
【００４１】
　掩蔽の制限が掩蔽板の全周囲の周りで半径Ｒｓの１．００倍と半径Ｒｓの１．０２倍と
の間にある場合において、上記で言及したひし形又はカイト形状のターゲット領域におけ
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る長手方向寸法（すなわち、太陽－月の方向における寸法）は、およそ７０００ｋｍとさ
れるであろう。その最も幅広いポイントで、しかしながら、ターゲット領域の幅はたった
の約３２ｋｍであり、それ故に、これは、宇宙機の比較的正確な制御を必要とする。
【００４２】
　以下に見られるように、ｘ－ｙ平面におけるｘ方向（太陽－月の軸）に沿った宇宙機の
自然な動きの成分を監視する場合に、軌道は、宇宙機が月から最も遠いポイント（すなわ
ち、カイトの遠位頂点、それは、本影の頂点である）でターゲット領域に入り、その近地
点までの７０００ｋｍ月に向けて移動し続け、そのポイントにおいて、宇宙機が頂点に向
けて戻る方向に反転し、最終的に頂点でターゲット領域から出るように、宇宙機のために
選択されることができる。適切な軌道によれば、この動きは、約二日かかる。
【００４３】
　この時間内に、少ない量のデルタＶは、ｘ－ｚ平面においてターゲット領域の幅内に宇
宙機の位置を維持するために、ｚ方向において必要とされるであろう。これは、いずれも
地球に対して測定された宇宙機の動きの平面及び月の動きの平面が略同一ではないからで
あり、潜在的に、ｚ方向における累積的分離（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｓｅｐａｒａｔ
ｉｏｎ）の結果となる。
【００４４】
　最大量の補償は、その位置ができるだけ長時間ｘ方向に沿った領域の長手方向制限内に
あるように、ｘ－ｙ平面におけるターゲット領域の比較的狭い幅内に宇宙機を維持するた
めに、ｙ方向において必要とされるであろう。以下に議論された特定の例示において、月
に対するｙ方向における宇宙機の自然な動きは、太陽－月の軸（ｘ軸）を中心として約５
００ｋｍの幅を有するであろう。これは、ほとんど完全にターゲット領域の外側であり、
当該ターゲット領域は３２ｋｍの最大幅を有する。ｙ方向における適切なデルタＶにより
、ｘ軸を中心とする１ｋｍ以内の領域に宇宙機を維持することが可能になり、好ましい実
施形態において、１００ｍ以内の領域又は約２０ｍ以内の領域に宇宙機を維持することが
可能になる。
【００４５】
　好ましくは、それ故に、宇宙機は、上記のｙ方向のおける宇宙機の動きを制御すること
によって、所定の期間ターゲット領域内に留まるように制御される。また、上述したよう
に、宇宙機は好ましくは、ｚ方向における宇宙機の動きを制御することによって、所定の
期間ターゲット内に留まるようにさらに制御される。好ましい実施形態において、ｘ方向
における宇宙機の動きの制御が必要ないであろう。
【００４６】
　ｙ方向における運動制御の結果として、宇宙機は、太陽－月の方向とのその位置合わせ
を維持する。すなわち、共回転（ｃｏ－ｒｏｔａｔｉｏｎ）が維持される。この制御なし
で、自然な軌道は共回転からそれるだろう。
【００４７】
　他の態様によれば、本願発明は、上記のターゲット領域内における位置を達成するため
に構成された宇宙機に関する。一の好ましい実施形態において、そのような宇宙機は、タ
ーゲット領域内における位置を達成するために、飛行データ及び軌道データについて事前
にプログラミングされることができる。宇宙機は、上述したように、所定の時間ターゲッ
ト領域内にその位置を維持するために飛行データ及び軌道データにつてさらにプログラム
されることができる。
【００４８】
　さらなる態様によれば、本願発明は、太陽のコロナを宇宙機から観察するための太陽コ
ロナグラフであって、宇宙機及び天体、好ましくは月を備える太陽コロナグラフにおいて
、前記宇宙機は前記天体に対してターゲット領域内に位置付けられ、それによってコロナ
の観察を可能にするために、前記天体が太陽を掩蔽する、太陽コロナグラフを提供する。
好ましくは、宇宙機は、ケプラー軌道の場合よりも長く所定の時間ターゲット領域内に留
まるように、非ケプラー軌道を採用する。
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【００４９】
　太陽を掩蔽するために、月等の天体に対してターゲット領域内に宇宙機を位置付けるこ
とによって、長いベースラインのクロナグラフが達成されることができ、これは、上記の
導入部で議論されたものを含む、周知の地上ベースのコロナグラフ及び宇宙ベースのコロ
ナグラフで遭遇した多くの問題を解決する。
【００５０】
　例えば上記で議論されたプローバ３の提案と比較した本願発明の他の利点は、非常に大
きな皆既状態の領域を提供することである。これは、複数の器具が複数の観察又は実験を
行うためのターゲット領域に位置されることを可能にする。他の宇宙機が遮光器（ｏｃｃ
ｕｌｔｅｒ）であるミッションにおいて、皆既状態の領域は、ターゲット領域における単
一の器具を配置することのみを可能にする領域よりも小さくなる可能性がある。
【００５１】
　本願発明の実施形態は、添付した図面を参照して例示のみにより記載されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】黄道面に対して垂直である方向から見た太陽、地球、及び月の概略図である。
【図２】本願発明による宇宙機のための所望の軌道を含む図１に類似の図である。
【図３】前記黄道面に沿った方向から見た図２の配置構成を示す図である。
【図４ａ】前記黄道面に沿った方向から見た太陽、月、及びターゲット領域の概略図であ
る。
【図４ｂ】前記黄道面に沿った方向から見た太陽、月、及びターゲット領域の概略図であ
る。
【図５】二日間の掩蔽期間に亘ってｘ－ｙ平面における月に対する宇宙機の制御されてい
ない位置の図である。
【図６】本願発明による、二日間の掩蔽期間に亘ってｘ－ｙ平面における月に対する宇宙
機の１つの可能な制御された軌道の図である。
【図７】ｘ方向及びｚ方向を示す黄道面に沿った方向から見た、図３の配置構成に類似の
図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　図１は、均一の縮尺ではない距離の太陽、地球、及び月の概略図を示す。この視点は、
黄道面に対して垂直に見ている。地球は、軌道１０で太陽の周りを移動している。月は、
軌道２０で地球の周りを移動しており、軌道２０は円として概略的に示されるけれども、
実際には、楕円形である。月は、月の後ろに円錐状の影又は本影１００を生み出し、太陽
面（Ｓｕｎ’ｓ　ｄｉｓｃ）が掩蔽される。本影１００の最大限の範囲は、円錐の先端部
１１０である。先端部１１０は、特有の仮想軌道３０を描いており、仮想軌道３０は実際
において、地球の周りの月の軌道２０と同じ形状を有する置換軌道である。
【００５４】
　図２は、図１と同じ観察方向から、本願発明の好ましい実施形態による宇宙機２００の
ための望ましい軌道４０を示す。月が太陽から最も遠い位置にあるとき、本影１００の先
端部１１０は、その軌道において地球から月までの平均的な距離の約２倍である地球から
の距離にあるポイントにある。月の軌道の２倍の半径である軌道５０は、鎖線で示される
。それ故に、少なくともこのポイントにおいて、地球の周りの宇宙機２００の軌道４０は
、本影１００と一致するように設計される。宇宙機はまた、月に対して回転する太陽の追
加の影響に加えて、月のそれに一致するこのポイントにおける速度を有するように構成さ
れる。これを達成するために、宇宙機は、本影１００と交差する近地点を有する細長い楕
円軌道／穏やかな双曲線軌道に配置されなければならない。楕円軌道の平面は、月の軌道
において掩蔽が起こる場所に応じて黄道面と月の軌道面との間にある。
【００５５】
　図３は図２の配置構成を示すが、その視点は、太陽の周りの地球の軌道１０を含む黄道
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面Ｅに沿って見ている。月の軌道２０は、月の軌道面Ｍによって示されるように、黄道面
Ｅに対して５．１３度だけ傾斜している。宇宙機２００は、平面Ｓにおいて、地球の周り
をその軌道４０で移動しており、この平面Ｓはまた、黄道面Ｅに対して傾斜しているが、
月の軌道面Ｍの角度より小さな角度で傾斜している。
【００５６】
　掩蔽期間中の宇宙機の制御は、以下にさらに議論されるが、最初に、ターゲット領域３
００の幾何学的形状は図４ａ及び図４ｂを参照して記載されるであろう。図４ｂは、図４
ａに示されたターゲット領域３００の拡大図である。導入部で述べたように、主太陽面は
、図４ａの例において、Ｒｓ１に等しい半径Ｒｓを有する。けれども、これはこのような
状況になる必要がなく、Ｒｓ１は、観察される対象に応じて半径Ｒｓより小さくなる、又
は大きくなる。この例において、本影１００は、月が主太陽面を少なくとも掩蔽する全て
の位置をカバーしており、それ故に、Ｒｓ１が掩蔽の最小限のレベルである全ての位置を
カバーする。本影１００は、月から最も遠くの先端部１１０にその頂点を有する三角形状
の断面である。
【００５７】
　好ましい実施形態において、掩蔽の最大限の制限も必要とされており、その半径は、図
４ａにＲｓ２として示される。この最大限の制限のおかげで、太陽の全周が半径Ｒｓ２を
超えて掩蔽される任意の観察ポイントは、ターゲット領域３００から遮断される。それは
、「矢印」状の断面を生じるために本影１００から小さな三角形１２０を効果的に遮断す
る。
矢印は、ターゲット領域３００のサブ領域３００ａ、３００ｂ、及び３００ｃによって形
成される（図４ｂ）。サブ領域３００ａ及びサブ領域３００ｂ内の観察ポイントにおいて
、コロナの残りの部分が半径Ｒｓ２より大きな半径まで掩蔽されるので、半径Ｒｓ１と半
径Ｒｓ２の間の「容認できる」半径から外側でコロナの一部のみが見えるであろう。
【００５８】
　月によって形成された掩蔽板の全周の周りに掩蔽半径の最小値Ｒｓ１と最大値Ｒｓ２と
を適用することが望ましい。サブ領域３００ｃ内に観察ポイントを位置付けることが必要
になるであろう。それは、導入部で言及したように、カイト状の領域（断面）である。
【００５９】
　残りの説明において、サブ領域３００ｃは、ターゲット領域３００ｃとして言及される
であろう。これは理想的に、掩蔽板の全周の周りでコロナを観察するために、宇宙機２０
０が掩蔽期間に留まるように制御されることができるからである。太陽－月系のために、
ターゲット領域３００ｃの長さは、太陽－月の軸に沿って約７０００ｋｍであり、Ｒｓ１
が半径Ｒｓの１．００倍であり、且つＲｓ２が半径Ｒｓの１．０２倍である最も広いポイ
ントにおける幅が約３２ｋｍである。
【００６０】
　上記で議論したように、月と太陽との間のラインは、ｘ方向として定義される。ｙ方向
は、ｘ方向に対して直交しており、且つ宇宙機の軌道面内にある。ｚ方向は、ｘ方向及び
ｙ方向の両方に対して直交している。図５は、二日間の掩蔽期間に亘る、ｘ－ｙ平面にお
ける月に対する宇宙機の位置の概略図を示す。この概略図は、月に対する、上記で議論さ
れた軌道にある場合の宇宙機の従来の自然な動きである。
【００６１】
　掩蔽期間（近地点から一日を引いたもの）の開始地点において、宇宙機は、ターゲット
領域３００ｃ又は本影１００の先端部１１０に位置付けられる。宇宙機が楕円軌道にある
ので、宇宙機は、近地点までｘ方向において月により近づくように最初に動き、その後、
再び離れるように動く。近地点における宇宙機の速度はその軌道において最も早くなって
おり、それによって、近地点より前において、宇宙機は加速し、近地点の後で減速する。
近地点でのｙ方向における宇宙機の速度は、月のそれに近づくように構成される。しかし
ながら、二日間の掩蔽期間に亘って、ｘ軸（太陽－月の軸）は、その時間中における月及
び地球の移動のために、その最初の向きまで太陽に関して回転する。その結果生じる相対
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的な動きは、図５に示される。
【００６２】
　この動きは、近地点の１日前に、「先端部」から開始し、近地点でｘ軸に沿って最小限
の変位に到達する。それ故に、ｙ方向におけるその相対的な位置は最初に、近地点でｘ軸
を超えて戻るように反対になる前に、ｘ軸を超えて移動する。宇宙機は、近地点の１日後
に、「先端部」に戻る。
【００６３】
　図５に見られるように、宇宙機の制御されない相対的な動きはほとんど完全にターゲッ
ト領域３００ｃの外側であり、ｘ軸に沿った２つの極地点のみが出くわす。宇宙機の経路
の幅は約５００ｋｍであるのに対して、ターゲット領域３００ｃの最大幅は３２ｋｍであ
るので、これは、驚くべきことではない。しかしながら、宇宙機がｘ軸に沿ったターゲッ
ト領域３００ｃの７０００ｋｍの範囲内に留まっているので、ｘ軸に沿った相対的な動き
が二日間の掩蔽期間で許容可能であることは、理解されることができる。それ故にｘ－ｙ
平面が関係している限り、ｙ方向のみの制御が必要とされる。
【００６４】
　図６を参照すると、ｙ方向における適切なデルタＶの適用の結果の例示が示される。マ
ヌーバ（すなわち、デルタＶ）は、連続的である場合、又は周期的に起こる（通常、３時
間ごとに起こる）場合とされるが、いずれの方法における目的は、ｘ軸に対して角運動量
を除去するために、宇宙機の角速度を調整することにある。好ましい実施形態において、
この制御のために必要とされるデルタＶは通常、５０～６０ｍ／ｓの範囲内であり、その
正確な値はマヌーバの頻度に応じている。図６に示されたＹ軸スケールを参照すると、ｙ
方向におけるデルタＶは、軌道偏差（ｏｒｂｉｔ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ）を著しく減少さ
せることができる。示された例において、ｙ方向における動きは合計で数メートルまで減
少する。この動きの範囲は、採用された制御戦略の詳細に依存しており、その結果、デル
タＶに依存している。
【００６５】
　図７は、図３と類似な図であり、黄道面Ｅ及びｙ軸の方向において側面から見ている。
地球の周りの月の軌道面は、参照符号Ｍとして示されており、宇宙機の軌道面は、参照符
号Ｓとして示される。ｘ方向は、太陽－月の軸に沿っており、ｚ方向はこのｘ軸及びｙ軸
に対して垂直である。面の間の相対角度は、図８において協調されているが、図面は、太
陽－月の方向（ｘ軸）が宇宙機と同一平面ではないことを図示するように意図されており
、それらの間に角度αが存在することを図示するように意図される。掩蔽期間中の宇宙機
の制御が上述したようにＹ方向においてのみされる場合、月は、宇宙機の軌道面に対して
垂直な方向に移動すると思われる。
【００６６】
　それ故に、宇宙機が掩蔽期間中にｘ－ｚ面において移動すると、少量のデルタＶは、宇
宙機の自然的な動きを調整するために、正のｚ方向又は負のｚ方向において必要であろう
。
それによって、それはその代わりにｘ－ｚ面においてｘ軸に近づくように移動しており、
それ故に、その面においてターゲットの幅内に留まる。この調整は、ｚ方向において、観
察期間に亘って連続的なマヌーバ又は不連続なマヌーバのさらなるシーケンスによって達
成されており、これは実は、宇宙機の軌道面に対してほぼ垂直になる。この面外補償（ｏ
ｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）は、例えば、７０００ｋｍのター
ゲット領域における、ｙ方向のための面内補償（ｉｎ－ｐｌａｎｅ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔ
ｉｏｎ）に類似とされることができ、それ故に、デルタＶは５０～１００ｍ／ｓの範囲に
あるだろう。それらのマヌーバは、面内制御と組み合わせることができ、約１００～１５
０ｍ／ｓのデルタＶの合計マヌーバを生じる。
【符号の説明】
【００６７】
１０　軌道
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２０　月の軌道
３０　仮想軌道
４０　望ましい軌道
５０　月の軌道の２倍の半径の軌道
１００　本影
１１０　先端部
２００　宇宙機
３００　ターゲット領域
Ｅ　黄道面
Ｍ　月の軌道面
Ｓ　平面

【図１】 【図２】
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【図４ｂ】 【図５】
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